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本稿では、アンケート調査によって、授業デザ

イン、特に授業変容について、家庭科教師に着目

した分析を行った。今後は、中学校家庭科教師を

対象に授業デザインについてのインタビューを行

い、個々の事例について検討したい。アイデアの

発想と、その授業が実施された場合と実施されな

かった場合について、その要因やプロセスを明ら

かにすることが必要であると考える。また、家庭

科教師だけなく、その他の教師に広く反映するこ

とができるよう、研究を発展させることも課題で

ある。 

 

 

【注】 

 

1) 再生刺激法とは、授業の様子を映像に収め、授

業後のできるだけ早い時期に授業者にその映像

を見せ、享受行為について、再度思考させる方

法である。 

2) 2008 年改訂の中学校学習指導要領においては、

技術・家庭科以外の教科においては、1 学年毎、

もしくは 1・2 年生と 3 年生等の複数学年におい

て、履修すべき内容が記述されている。 
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Ⅰ はじめに 

日本における「英語以外の外国語教育」(以下、

第二外国語教育と同意)に関する研究はその実状

の把握や現状分析、英語教育に比べての課題検討

などを中心に行われてきた。たとえば、臼山(2000)

はロシア語教育を中心に日本の中等教育段階にお

いての英語以外の外国語教育を実施している学校

の実状・状況や取材調査を通じてデータを分析し、

その全体像を示した。次に、山崎(2012)は「高等

学校における複言語教育の現状・展望と大学教育

との連携について」で学習者と教員への外国語に

対する意識調査を行い、現在の英語教育偏重の問

題点を明らかにした。 

または、よりマクロな視点から「グローバル化」、

「多様化」時代における複数言語教育の可能性な

どの面からも研究が進んでいる。たとえば、紫田・

岡戸(2001)は「グローバル」と「ローカル」を合

わせた「グローカル」の概念を紹介しながら、社

会の各団体からアンケート調査を実施し、それに

基づき「ローカル社会と外国語教育の多様化」の

可能性について述べている。(1)このようにこの間、

日本国内における「英語以外の外国語教育」は言

語教育の視点だけではなく、国際化教育の視点か

らもその必要性が問われている。 

しかし、以上のような先行研究はいずれもその

実態を把握する段階にとどまっており、なぜ日本

で「英語以外の外国語」に対する関心が高まるよ

うになったのか、その歴史的背景に関しては詳し

く言及されていない。 

そこで本稿では、日本の教育における「新しい

国際化」を提唱しはじめた 1980 年代の臨時教育審

議会時代を基準としてその背景を検討してみる。 

教育における「国際化」は臨教審以前からも学

校教育の中で強く言われていた概念であり、文部

省もそれなりに「国際化」を進めていた
(2)
。 しか

し、文部省は中教審の 46 答申からもわかるように、

「国際連帯」の立場での「国際化への対応」は提

起できなかった
(3)
。  

 一方、臨教審は戦後、「国際化＝欧米化」のよう

に認識されていた「追い付き型近代化」の国際化

に対し、全人類的・地球的視野で国際間の科学技

術・経済・文化などの諸問題に係る「国際協力」

を重視(臨教審第二次答申)、より「多様」な視点

の必要性を示唆した。
(4) 

しかし、このような臨教審による「国際化への

対応」は文部省のそれとは意味づけが違ったとは

いえ、当時の世界政治・経済の動向のきびしさな

どを前に非合理主義・国家主義の強調になってい

た
(5)
とも言われる。  

このような点から臨教審の国際化に対する教育

政策を当時の歴史的背景とともに詳しく把握して

いくのは意義があると思われる。 

本稿では、臨教審が設置される前からの「英語

以外の外国語」に対する要請および臨教審時代の

動き、それから臨教審以降の流れを概観し、現在

の課題を把握することを目的とする。 

 

Ⅱ 外国語教育の多様化 

１．「英語以外の外国語」に対する要請 

日本は 1964 年の東京オリンピック以降、大阪万

博(1970)をはじめ、多数の大きな国際交流を通し
(6)、「世界の中の日本」として位置づけられるよう

になった。それにつれ、戦後からの西欧に対する

「追い付き型教育」ではなく、日本人としてのア

イデンティティを持ち、国際社会に貢献できる人

材が求められるようになった。 
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そして 1970 年代後半から経済界を中心にその

動きは活発になる。1979 年 10 月 24 日、経済同友

会教育問題委員会は「多様化への挑戦」という教

育改革提言を提出した。その中で、「国際化」に関

する内容を見ると、次の通りである。 

 

・非国際性の問題点（下線は筆者） 

(1)基本的素養としての日本語の能力および日本

的教養の貧困。 

(2)外国人・外国文化を理解しようとする努力不足。 

(3)外国人に日本人・日本文化を理解させようとす

る努力不足。 

(4)英語教育の不備および英・独・仏以外の外国語

軽視の傾向。 

(5)自己表現力不足、討論不得手、社交性欠如の傾

向。 

(6)国際社会における日本の役割を過小評価し、応

分の努力を怠っている傾向。 

(7)科学技術の「基礎」研究における国際的な貢献

不足。 

 

経済同友会は「多様化」を提案する同時に、「非

国際性」の問題を取り上げ、外国人に対する社会

性の欠如、主に科学技術分野における国際的な貢

献の不足などの課題を指摘している。それととも

により多様な外国語を尊重することが必要である

と述べている。またこれに続き、「多様化への対策」

では、 

 

・多様化への対策(下線は筆者) 

(前略) 

(2)共通一次試験の手直しと国立大学における一

次試験の科目別重点評価 

イ 一次試験の外国語を、英・独・仏のみに限定

せず、枠を広げる。(後略) 

(3)英語以外の外国語への配慮 

イ 海外生活体験等によって得られた特殊語学能

力は、大切に育てていくべきである。高校・大学

の入試において、そうした能力を高く評価し、不

足している能力は入学後に補ってやる配慮が望ま

しい。特殊外国語の講座がない大学では、他の機

関において研修させ、その成績を学校側が審査し、

単位として加算する。 

ロ 大学における一般教養としての第 2 外国語は、

選択科目とする一方、その内容の充実と高度化を

はかる。(後略) 

 

のように、英語以外の外国語教育に対して大学

を中心としたより詳しい対策を出している。この

ような提言が発表された背景として当時の日本社

会における出来事を考えてみる必要がある。 

その前年である 1978 年、日本では成田空港の開

港(５月)や日中平和友好条約成立(８月)等の動き

があった。アメリカだけではなく、世界の様々な

国との交流が要求されるようになったのである。 

特に 1972 年の日中国交正常化以降、その延長線

として行われていた日中平和友好条約の成立は当

時、自民党の福田首相が「アジア・太平洋地域の

安全を守るうえに積極的な影響を及ぼす」(７)と述

べていたように、歴史的認識を踏まえつつ国際平

和を目指すことであった。しかし、ただ平和の目

的だけではなく、両国間の政治・経済・文化・科

学技術など幅広い分野の交流も一つの目的として

いた。実際に中国は当時、経済政策として対外開

放政策に転換、外国資本を積極的に受け入れよう

としており、これ以降、日中経済交流は本格化し

た。(8) 

このような諸外国との「国際関係」は教育の領

域において主に異文化理解の必要性を浮き彫りに

させ、そのための課題として、英語だけではなく

より枠を広げ「外国語教育の多様化」が進むよう

になったのである。 

そしてこの「多様化」認識は同じく 1979 年 10

月に発表された(社)関西経済同友会国民意識委員

会の「教育改革への提言―21 世紀への選択－」か

らも読み取ることができる。(下線は筆者) 

 

世界には多種多様な文化があることを客観的に

認め、お互いにその独自の価値を理解しあうこと

が、国際感覚を養成する出発点である。（中略） 

第 1 に、特定国の文化を崇拝する一方、あるも

のは篾視するという対外意識上の格差をなくすこ

と、第 2 に、このことと関連するが、近くにあり

ながら意識の上で遠い存在にさえなっているアジ

ア近隣諸国への正しい理解を深めること、第 3 に、

日本人以外の外国人をその国籍を問わず、異国人

として十把ひとからげに扱おうとするわれわれの

島国根性をなくすこと(後略) 
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認め、お互いにその独自の価値を理解しあうこと
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日本人以外の外国人をその国籍を問わず、異国人
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この提言において同委員会は「国民意識の底流

を変える身近な運動」の二つ目として国際化問題

を言及している。その中でも、アジアとの関係を

正しく認識し、国際感覚を養成するよう求めてい

る。 

以上の内容からもわかるように、日本では 1980

年代以前から様々な社会的背景とともに、アジア

諸国に対する認識や友好関係を重視した「国際化」

が「多様化」教育につながり、その主な課題とし

て「多様な外国語教育」が注目を浴びるようにな

ったと考えられる。そしてこのような流れは 1980

年代に入ってからより活発になる。 

 

２．臨時教育審議会の動き 

(1)新しい国際化 

1982 年から始まった中曽根政権は発足早々に

韓国、米国を相次いで訪問するなど、諸外国との

外交関係に力を入れはじめた。特に、1983 年 1 月

には日本の首相として初めて韓国を公式訪問、40

億ドルの経済協力で合意を推進する、中国書記と

の複数会談をするなど、アジア諸国との友好関係

を重視しながらも、靖国神社参拝の問題等で中国

と韓国の国民たちからの反発も受けていた。また、

米国に対しても「日米両国は太平洋をはさむ運命

共同体だ」(日米首脳会談 1983)とし、さらなる関

係強化を求め続けた。 

中曽根首相は「日米を基軸に西側の一員として

の足場を固め、足元のアジアでも日中、日韓を安

定させたうえで、対ソ関係の打開に向かう」こと

を外交の基本戦略とした。 

特に、国際国家論を強調しながら、私的諮問機

関として「国際協調のための経済構造調整研究会」

を設置し、内需依存型の産業構造転換もすすめて

おり、内政は外交の延長といわれる時代を浮き彫

りにした。このような中曽根政権の「外交」戦略

は世論からも高い支持を獲得することができた。  

教育においても中曽根首相は「国際性」に関す

る内容が不足していた 46 答申に対し、「新しい国

際化」を掲げ、第三の教育改革のための臨時教育

審議会を設置した。臨教審は 1984 年 8 月にその設

置法が施行、委員 25 名が首相により任命、同年

12 月に 20 人の専門委員も決まるようになった。
(9)そして同年の 11 月にそれぞれ①21 世紀を展望

した教育の在り方、②社会の教育諸機能の活性化、

③初等中等教育の改革、④高等教育の改革に関す

る四つの部会を設置し、そこから出された議論を

まとまったものから 4 次にわたる答申を発表した。 

臨教審は首相直属機関として、主に「自由化」
(10)「多様化」「情報化」そして「国際化」教育を

全面的に出し、「新しい国際化」のため、21 世紀

に向けては欧米化ではない国際化を模索しなけれ

ばならない(11)ことを示唆しながら、「世界の中の

日本人」を目標とし、国際社会における理想的な

日本人像を示していた。 

しかし、このような臨教審の戦略は「教育」そ

のものの見直しよりも、首相や経済界が求める国

際人材養成に焦点があてられていた。(12) 

次に、臨教審の答申の中、国際化および外国語

教育に関するものをより詳しく見てみたい。 

（2）臨教審答申 
臨教審は新しい国際化として「内からの国際化」

を論じ、その対策としては①留学生受け入れ政策、

②帰国子女・海外子女教育への対応など教育分野

における人的交流を推進する中、③外国語教育の

見直し、④日本語教育の充実などの言語教育に対

する政策も打ち出した。外国語教育に関しては第

2 次答申や第 3 次答申からもわかるように多様な

外国語、特にアジア諸国の言語教育を重視してい

た。 

それから 1985 年 9 月には「国際化に関する委員

会」を設置し、臨教審委員である須之部量三(委員

長)、宮田義二・戸張敦雄(所属委員)、そして菊池

幸子氏をはじめ 6 名の専門委員を配置した。 

各委員の肩書は次の通りである。 

 

・国際化に関する委員会名簿(下線は筆者)  

委員長：須之部量三（杏林大学教授） 

所属委員： 

宮田義二(日本鉄鋼産業労働組合連合会最問) 

戸張敦雄(新宿区立戸山中学校長) 

所属専門委員：   

菊池幸子(文教大学教授、(社)福祉社会研究所長) 

木田宏(日本学術振興会理事長) 

石井公一郎(ブリヂストンサイクル株式会社会長) 

下河原五郎(東京都立小山台高等学校長) 

公文俊平(東京大学教授) 

戸田修三(中央大学教授) 
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以上の名簿からもわかるように、教育関係者だ

けではなく、経済関係の企業家も含まれており、

その中でも特に宮田義二氏は 1986 年、松下政経塾

の副塾長として在職していた。松下政経塾はすで

にアジア、特に 21 世紀において中国の存在を強調

していた。また、委員長であった須之部量三氏も

外務省アジア局長や駐韓国大使などの経歴を持っ

ており、おそらくこのような委員配置は臨教審の

審議過程において外国語教育の多様化に関するも

のに影響していたのではないかと考えられる。当

時の臨教審が西欧だけではなく、アジアへの対応

にも関心をもっていたことが推測できる。 
そして、臨教審第 2 次答申(1986)と第 3 次答申

(1987)では以下のような内容が含まれている。 

 

・教育改革に関する第二次答申(下線は筆者) 

(外国語教育の見直し) 

(前略)外国人や外国の大学で就学した者の活用を

図る。また、英語だけでなくより多様な外国語教

育を積極的に展開する。(中略)日本人の外国語教

員の養成や研修を見直すとともに、外国人や外国

の大学で修学した者の活用を図る。さらに、今後

の国際化の広がりを考えると、英語だけでは十分

でなく、近隣諸国の言語をはじめとするより多様

な外国語教育を積極的に展開する必要がある。 

(後略)  

 

・教育改革に関する第三次答申(下線は筆者） 

(国境をこえる人材の育成) 

(前略)海外への日本人留学生の大部分が欧米を目

指しているのに対し、日本への外国人留学生の大

部分はアジア諸国からの留学となっている。日本

が関心をもつべきものは欧米以外にも多いことが

認識され、日本人留学生の行き先がより多様化す

ることが望まれる。(後略) 

(コミュニケーションに役立つ言語教育) 

(前略)国際通用語としての英語に対し、いわば民

族言語としての英語の教育もおろそかにされては

いない。さらに、英語以外の多様な外国語の学習

の重要性が強調されなければならない。すなわち、

大学における第二外国語は、仏語、独語、スペイ

ン語等のほか、例えば、近隣アジア諸国の言語も

積極的にその対象とする必要があり、そのために

も、大学間の単位交換の推進を図るとともに、外

部の第三者機関による検定試験の結果、専修学校

等における履修やサマースクールでの成果等につ

いて大学の単位の認定に当たり一定の評価を与え

得る方策について検討する。(後略) 

 

臨教審の第 2 次答申と第 3 次答申はいずれも英

語だけではなく多様な外国語を教育する必要性を

強調しており、特に第三次答申には近隣諸国の中

においても中国や韓国のようなアジア諸国の言語

教育に対してその必要性を詳しく述べている。臨

教審はその理由の一つとして、当時臨教審が「国

際化教育政策」としてもっとも重要視していた「留

学生受け入れ」との関係を取り上げている。日本

に留学している大多数の留学生はアジアからの学

生であり、その留学生への適切な対応を求めてい

る同時に、アジア諸国に対する関心を高めるよう

求めていた。また、大学においての単位交換や第

三機関からの検定試験結果の活用など、英語以外

の外国語教育を一つの理由に取り上げ、高等教育

改革をすすめている。 

また、第 3 次答申が出された 1987 年 4 月には日

本電信電話株式会社(NTT)および日本たばこ産業

株式会社(JT)の改革(1985)の次に、国鉄の分割・

民営化でＪＲが正式に発足し、民間の活力がより

重視されるようになった。さらに、政府はそれぞ

れの分野の事業法の規制緩和を大胆に進めること

が必要である(13)
と提言した。 

国際化教育においても既に「自らの手で国際化

を進める教育システム」(第 3 次答申)が出され、

地方の関係機関による「新機軸」の必要性が提言

された。これは、帰国児童生徒・外国人児童生徒

等の日本学校での受け入れ体制、在外教育施設の

現地社会への開放、留学生受け入れ体制の整備な

どの課題にあたって、行政当局による措置だけで

はなく、個々の学校や教育機関、民間団体・地域

団体が新しい企画と創意工夫を講じることを奨励

し、助成する
(14)

ものであった。 

このような方針は第 4次答申(1987年 8月)にも

反映され「国民のひとりひとりが国際化を実現す

る主体」とし、「草の根レベル」からの国際化が重

視された。これは地域住民や民間企業の積極的な

参加を呼びかけ、国民の意識変革を図る同時に教

育行政の「分権化」や「民営化」も進めたもので
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以上の名簿からもわかるように、教育関係者だ

けではなく、経済関係の企業家も含まれており、

その中でも特に宮田義二氏は 1986 年、松下政経塾

の副塾長として在職していた。松下政経塾はすで

にアジア、特に 21 世紀において中国の存在を強調

していた。また、委員長であった須之部量三氏も

外務省アジア局長や駐韓国大使などの経歴を持っ

ており、おそらくこのような委員配置は臨教審の

審議過程において外国語教育の多様化に関するも

のに影響していたのではないかと考えられる。当

時の臨教審が西欧だけではなく、アジアへの対応

にも関心をもっていたことが推測できる。 
そして、臨教審第 2 次答申(1986)と第 3 次答申

(1987)では以下のような内容が含まれている。 

 

・教育改革に関する第二次答申(下線は筆者) 

(外国語教育の見直し) 

(前略)外国人や外国の大学で就学した者の活用を

図る。また、英語だけでなくより多様な外国語教

育を積極的に展開する。(中略)日本人の外国語教

員の養成や研修を見直すとともに、外国人や外国

の大学で修学した者の活用を図る。さらに、今後

の国際化の広がりを考えると、英語だけでは十分

でなく、近隣諸国の言語をはじめとするより多様

な外国語教育を積極的に展開する必要がある。 

(後略)  

 

・教育改革に関する第三次答申(下線は筆者） 

(国境をこえる人材の育成) 

(前略)海外への日本人留学生の大部分が欧米を目

指しているのに対し、日本への外国人留学生の大

部分はアジア諸国からの留学となっている。日本

が関心をもつべきものは欧米以外にも多いことが

認識され、日本人留学生の行き先がより多様化す

ることが望まれる。(後略) 

(コミュニケーションに役立つ言語教育) 

(前略)国際通用語としての英語に対し、いわば民

族言語としての英語の教育もおろそかにされては

いない。さらに、英語以外の多様な外国語の学習

の重要性が強調されなければならない。すなわち、

大学における第二外国語は、仏語、独語、スペイ

ン語等のほか、例えば、近隣アジア諸国の言語も

積極的にその対象とする必要があり、そのために

も、大学間の単位交換の推進を図るとともに、外

部の第三者機関による検定試験の結果、専修学校

等における履修やサマースクールでの成果等につ

いて大学の単位の認定に当たり一定の評価を与え

得る方策について検討する。(後略) 

 

臨教審の第 2 次答申と第 3 次答申はいずれも英

語だけではなく多様な外国語を教育する必要性を

強調しており、特に第三次答申には近隣諸国の中

においても中国や韓国のようなアジア諸国の言語

教育に対してその必要性を詳しく述べている。臨

教審はその理由の一つとして、当時臨教審が「国

際化教育政策」としてもっとも重要視していた「留

学生受け入れ」との関係を取り上げている。日本

に留学している大多数の留学生はアジアからの学

生であり、その留学生への適切な対応を求めてい

る同時に、アジア諸国に対する関心を高めるよう

求めていた。また、大学においての単位交換や第

三機関からの検定試験結果の活用など、英語以外

の外国語教育を一つの理由に取り上げ、高等教育

改革をすすめている。 

また、第 3 次答申が出された 1987 年 4 月には日

本電信電話株式会社(NTT)および日本たばこ産業

株式会社(JT)の改革(1985)の次に、国鉄の分割・

民営化でＪＲが正式に発足し、民間の活力がより

重視されるようになった。さらに、政府はそれぞ

れの分野の事業法の規制緩和を大胆に進めること

が必要である(13)
と提言した。 

国際化教育においても既に「自らの手で国際化

を進める教育システム」(第 3 次答申)が出され、

地方の関係機関による「新機軸」の必要性が提言

された。これは、帰国児童生徒・外国人児童生徒

等の日本学校での受け入れ体制、在外教育施設の

現地社会への開放、留学生受け入れ体制の整備な

どの課題にあたって、行政当局による措置だけで

はなく、個々の学校や教育機関、民間団体・地域

団体が新しい企画と創意工夫を講じることを奨励

し、助成する
(14)

ものであった。 

このような方針は第 4次答申(1987年 8月)にも

反映され「国民のひとりひとりが国際化を実現す

る主体」とし、「草の根レベル」からの国際化が重

視された。これは地域住民や民間企業の積極的な

参加を呼びかけ、国民の意識変革を図る同時に教

育行政の「分権化」や「民営化」も進めたもので

ある。 

また、第 4 次答申ではこれ以外にも「生涯学習」

や「スポーツ」の振興および「高等教育改革」に

おける「国際的な学術交流」を求めていた。外国

語教育に対しては外国人や外国の大学を終了した

ものの活用などが書かれており、「第二外国語」に

対しては「より多様な外国語教育を積極的に展開

する」とし、第 3 次答申よりは消極的な姿勢が見

られる。  

(3)ＪＥＴプログラム 

臨時教育審議会が最終答申に示していた「地域

レベルの国際化」のために推進し始めたのが「Ｊ

ＥＴプログラム(語学指導等を行う外国青年招致

事業 Japan Exchange and Teaching Program)」で

ある。この事業は 1987 年から外務省・自治省(現

総務省)・文部省の 3 省と地方公共団体が連携し行

うプログラムとして始まった。 

事業の主な目的は英語コミュニケーション能力

の向上であったが、ともに日本と諸外国との相互

理解の増進と地域の国際化の推進に資することと

して、それ以前の文部省が実施していた事業(15)

とはその性格を異にしている。 

しかし、この事業が最初の施策として出てきた

背景には、1985 年プラザ合意以降、主にアメリカ

との国際的な経済摩擦に対応して、「金やモノ」だ

けではなく、「人的交流」によるプロジェクトが長

い目で見れば、貿易摩擦解消の大きな手段になる

のではないかという議論が出されていた (16)こと

が挙げられる。このような背景は現在のＪＥＴプ

ログラムに参加している参加者たちの国籍からみ

ても推測することができる。 

現在の ＪＥＴプログラムはＡＬＴがおよそ

91.6％を占めているため、ＡＬＴ招聘プログラム
(17)とあまり違いがないとも言われる。また、招聘

対象地域はおよそ 40 か国に達するが、ほとんどは

英語圏からの招聘である。ＡＬＴだけみても米国、

イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、

カナダ、アイランド等、英語圏出身者が全体の

4,101 人の中でおよそ 4,000 人（約 97％）以上に

達している。 

2014年 7月現在のＪＥＴプログラムに参加して

いる外国人は総 4,476 名であり、参加者の国別分

布数は次の通りである。 

 

表 1 ＪＥＴプログラム参加者数の国籍別分布（2014） 

 ＡＬＴ ＣＩＲ ＳＥＡ 総数 

米国 2,364 93 0 2,457 

イギリス 366 17 0 383 

オースト

ラリア 

296 19 0 315 

ニュージ

ーランド 

242 13 0 255 

カナダ 478 17 0 495 

アイラン

ド 

81 5 0 86 

フランス 4 14 0 18 

ドイツ 2 13 0 15 

中国 9 64 0 74 

韓国 2 58 8 68 

スペイン 0 1 0 1 

その他 257 50 3 309 

計 4,101 364 11 4,476 

出典：JET プログラム(The JET Programme)ホーム

ページ(2014)JET プログラム参加者数 

http://www.jetprogramme.org/j/introduction/s

tatistics.html 

 

日本の外国語教育の充実と地域の国際交流推進、

また日本の国際化に寄与すると期待されている 

ＪＥＴプログラムは表面的には「外国」からの招

聘であるが、実際は「英語圏」からのＡＬＴ招聘

にとどまっているのである。 

英語圏以外の地域からの招聘動向を見ると、中

国と韓国からの参加が 2 番目に多いグループに属

している。韓国では 68 人が参加し、その中 、Ｃ

ＩＲが占めている比率がおよそ 85％である。また、

中国の場合は総 74 人が参加していて韓国と同じ

ように ＣＩＲの比率が約 86％になっている。こ

れは ＪＥＴプログラムの参加者数の国籍別分布

から韓国と中国の場合 、ＣＩＲの数が英語圏のそ

れとほぼ同じ水準であるのに対し、ＡＬＴの招致

数が非常に少ないということである。 

このような現状にはこの事業が始まった歴史的

背景が主に影響を及ぼしたのではないかと考えら

れる。これに関してはこれからより詳しく研究さ

れる必要があるだろう。 
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３．臨教審以降の流れ 

既述したように臨教審は「新しい国際化」とし

て外国語教育の多様化を求めていたが、その背景

には経済大国としての日本が諸外国との経済的活

動の拡大から生じた国際的摩擦を和らげようとす

る狙いもみられる。 

そして、1987 年 8 月、臨教審が解散してから、
(18)日本政府の「英語以外の外国語教育」に対する

対応は主に次のようである。 

  

1991 「外国語教育多様化研究協力校」指定開始。 

1993 外国語教育の改善に関する調査協力者情報

告：「近隣のアジア諸国の言語はもとより、

英語以外の様々な外国語の教育を一層推進

することが必要である」 

1996 中央教育審議会第一次答申：「中学校・高等

学校の外国語教育は、現在、圧倒的に英語

教育となっているが、これからの国際化の

進展を考えるとき、生徒が様々な言語に触

れることは極めて意義のあることであり、

今後は学校の実態や生徒の興味・関心等に

応じて、多くの外国語に触れることができ

るような配慮をしていくことも必要」 

1997 センター試験科目に中国語が追加。 

1999 子どもの未来と世界について考える懇談会

の提言：高校における多様な外国語教育を

積極的に推進すること、外国語に対する子

どもの興味関心の喚起に留意すること提言。 

2000 「21 世紀日本の構想」懇談会答申：グロー

バルリテラシー（国際対話能力）の確立と

東アジア（韓国・中国）との協力関係の強

化の必要性に言及し、国民的覚悟をもった

「隣交」を提唱。 

2001 英語指導方法等の改善の推進に関する懇談

会報告：高等学校における多様な言語学習

に配慮し、欧米先進諸国に目を向けがちだ

ったことを改め、アジア諸国等の言語にも

一層目を向けるよう提言。国際化、グロー

バル化する社会を対応し、基礎的・実践的

コミュニケーション能力の育成は重要課題

であると提言。 

2002 センター試験科目に韓国語が追加。 

   「英語が使える日本人」の育成のための戦

略構想発表。 

   「高等学校における外国語教育多様化推進

地域事業」開始。 

2010 外国語能力の向上に関する検討会が設置さ

れ、その中「英語以外の外国語能力の向上」

についての検討が開始。 

2011 外国語能力の向上に関する検討会：「国際共

通語としての英語力向上のための 5 つの提

言と具体的施策」を発表。 

 

1991 年、文科省は高等学校での外国語教育の多

様化を初めて公式に打ち出し、「外国語教育多様化

研究推進学校」(19)が全国で初めて選定される。こ

れは学校現場で英語以外に他の外国語も学習でき

るきっかけになったという点から非常に画期的な

政策であったと思われる。 

それから、1997 年中国語がセンター試験の入試

科目として認定され、引き続き、2002 年には韓国

語も大学入試の正式科目として導入された。また、

高校において「外国語教育多様化推進地域事業」

が開始されるようになった。この事業は全国の高

等学校の中、いくつかの推進校を指定し、地域と

の連携関係に基づいてその地域の事情に合う教育

課程や方法を調査・研究し、ひいては地域人材の

育成にも繋がる外国語教育多様化の振興を目標と

した。 

その他にも「近隣のアジア諸国の言語はもとよ

り、英語以外の様々な外国語の教育を一層推進す

ることが必要である」(「外国語教育の改善に関す

る調査協力者会議報告」平成 3～5 年)、「高等学校

における多様な言語学習への配慮、とくにこれま

で欧米先進諸国に目を向けがちだったことを改め、

アジア諸国等の言語にも一層目を向けるようにす

ることを促したい」(「英語指導方法等の改善の推

進に関する懇談会」平成 12～13 年)などのような

動きがみられる。 

 

Ⅲ 高等学校における現況 

以上、臨教審以降の流れから見てきたように「第

二外国語」に関する様々な政策は主に高校を中心

に動き始めた。 

実際に、臨教審当時は主に高等教育改革をスタ

ートとしており、「高校改革」については、大幅な
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３．臨教審以降の流れ 

既述したように臨教審は「新しい国際化」とし

て外国語教育の多様化を求めていたが、その背景

には経済大国としての日本が諸外国との経済的活

動の拡大から生じた国際的摩擦を和らげようとす

る狙いもみられる。 

そして、1987 年 8 月、臨教審が解散してから、
(18)日本政府の「英語以外の外国語教育」に対する

対応は主に次のようである。 

  

1991 「外国語教育多様化研究協力校」指定開始。 

1993 外国語教育の改善に関する調査協力者情報

告：「近隣のアジア諸国の言語はもとより、

英語以外の様々な外国語の教育を一層推進

することが必要である」 

1996 中央教育審議会第一次答申：「中学校・高等

学校の外国語教育は、現在、圧倒的に英語

教育となっているが、これからの国際化の

進展を考えるとき、生徒が様々な言語に触

れることは極めて意義のあることであり、

今後は学校の実態や生徒の興味・関心等に

応じて、多くの外国語に触れることができ

るような配慮をしていくことも必要」 

1997 センター試験科目に中国語が追加。 

1999 子どもの未来と世界について考える懇談会

の提言：高校における多様な外国語教育を

積極的に推進すること、外国語に対する子

どもの興味関心の喚起に留意すること提言。 

2000 「21 世紀日本の構想」懇談会答申：グロー

バルリテラシー（国際対話能力）の確立と

東アジア（韓国・中国）との協力関係の強

化の必要性に言及し、国民的覚悟をもった

「隣交」を提唱。 

2001 英語指導方法等の改善の推進に関する懇談

会報告：高等学校における多様な言語学習

に配慮し、欧米先進諸国に目を向けがちだ

ったことを改め、アジア諸国等の言語にも

一層目を向けるよう提言。国際化、グロー

バル化する社会を対応し、基礎的・実践的

コミュニケーション能力の育成は重要課題

であると提言。 

2002 センター試験科目に韓国語が追加。 

   「英語が使える日本人」の育成のための戦

略構想発表。 

   「高等学校における外国語教育多様化推進

地域事業」開始。 

2010 外国語能力の向上に関する検討会が設置さ

れ、その中「英語以外の外国語能力の向上」

についての検討が開始。 

2011 外国語能力の向上に関する検討会：「国際共

通語としての英語力向上のための 5 つの提

言と具体的施策」を発表。 

 

1991 年、文科省は高等学校での外国語教育の多

様化を初めて公式に打ち出し、「外国語教育多様化

研究推進学校」(19)が全国で初めて選定される。こ

れは学校現場で英語以外に他の外国語も学習でき

るきっかけになったという点から非常に画期的な

政策であったと思われる。 

それから、1997 年中国語がセンター試験の入試

科目として認定され、引き続き、2002 年には韓国

語も大学入試の正式科目として導入された。また、

高校において「外国語教育多様化推進地域事業」

が開始されるようになった。この事業は全国の高

等学校の中、いくつかの推進校を指定し、地域と

の連携関係に基づいてその地域の事情に合う教育

課程や方法を調査・研究し、ひいては地域人材の

育成にも繋がる外国語教育多様化の振興を目標と

した。 

その他にも「近隣のアジア諸国の言語はもとよ

り、英語以外の様々な外国語の教育を一層推進す

ることが必要である」(「外国語教育の改善に関す

る調査協力者会議報告」平成 3～5 年)、「高等学校

における多様な言語学習への配慮、とくにこれま

で欧米先進諸国に目を向けがちだったことを改め、

アジア諸国等の言語にも一層目を向けるようにす

ることを促したい」(「英語指導方法等の改善の推

進に関する懇談会」平成 12～13 年)などのような

動きがみられる。 

 

Ⅲ 高等学校における現況 

以上、臨教審以降の流れから見てきたように「第

二外国語」に関する様々な政策は主に高校を中心

に動き始めた。 

実際に、臨教審当時は主に高等教育改革をスタ

ートとしており、「高校改革」については、大幅な

改革を押し付けていなかったが、
(20)

臨教審が打ち

出した高校教育における「個性重視」や「多様化」

などの理念は中教審の検討を経て設置された「高

校教育改革推進会議(1991～1993)」により、学校

現場において次々と具体化された。
(21) 

 
 

特に、平成元年 3 月に告示され、6 年度から実

施された高等学校の学習指導要領では世界史が必

修になったことや外国語教育において初めて「コ

ミュニケーション能力の育成」が重視されたこと

など、臨教審の「国際化」教育政策の方向が示さ

れていた。しかし、こうした文科省の対応は、経

済財政諮問会議や規制改革・民間開放推進会議の

前身の組織から迫られて実施してきた
(22)

とも言

われる。
 

ここからは現在の高等学校学習指導要領の中で

「英語以外の外国語」に関連する項目を分析、お

よびその開設学校数・科目別履修者数・センター

試験の受験者数の変化を時期別に把握し、その課

題を考察してみる。 

 

１．文科省の学習指導要領  

現在の高等学校における新学習指導要領の主な

目的は「異なる文化や文明との共存や国際協力の

必要性を増大させている現在の環境の中で、伝統

と文化の尊重、それらをはぐくんできた我が国と

郷土を愛し、他国を尊重、国際社会の平和と発展

に寄与」である。以前から重要視されてきた日本

人のアイデンティティを確立した上、国際社会に

貢献できる人材像を示している。 

しかし、この学習指導要領の「外国語編」特に

「英語以外の外国語」に関する項目にはまだ具体

的な指導要領が改訂されていない。英語に関して

は文法と文型事項、また実際の言語使用場面や言

語機能などがより詳しく記述されている一方、「そ

の他の外国語に関する科目については、第 1 から

第 7 までおよび第 3 款に示す英語に関する各科目

の目標及び内容などに準じて行うものとする」と

示されており、 別の学習指導要領が存在しないま

ま授業が行われている。 

これは英語とその他の外国語を一見、同一視し

て教育するように見えるが、むしろ英語教育だけ

を重視する状況をもたらしたと考えられる。より

詳しく平成 11 年度の学習指導要領の第 9 節「英語

以外の外国語に関する科目」についての項目を見

ると、次のようになっている。(下線は筆者) 

「英語以外の外国語に関する科目については、

第１から第６までに示す英語に関する各科目の目

標及び内容等に準じて行うものとする …（中略）

… 英語以外の外国語を履修する場合は、学校設

定科目として設ける１科目とし、その単位数は２

単位を下らないものとする。」 

そして、現在の新学習指導要領の同項目には次

のように明記されている。(下線は筆者) 

「その他の外国語（英語以外の外国語）を履修

する場合は，学校設定科目として設ける１科目と

し，その標準単位数は３単位とする。（学習指導要

領第１章総則第３款１) …（中略）… その他の

外国語に関する科目については，第１から第７ま

で及び第３款に示す英語に関する各科目の目標及

び内容等に準じて行うものとする。…（中略）…

外国語を通じて、多言語や異文化に対する理解を

深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとす

る態度や、他者の意向などを理解し自分の考えな

どを明らかにするよう実践的なコミュニケーショ

ンの育成を重要視し、それぞれの外国語における

指導を効果的に行うようにする。」  

 

それぞれの言語はその語順や文法などが違うた

め別の学習指導方法が必要であるが、このように

以前の改訂版と同じ内容で明記されており、文科

省がまだ「英語以外の外国語教育」に対しては消

極的な姿勢を持っていることを表している。 

 

２．項目別にみる現況  

(１)開設学校数の変化 

高等学校における英語以外の外国語教育実施校

（2013）は公立が 502 校、私立が 209 校、国立が

２校で計 713 校であり、設置言語も 18 語に及ぶ。

開設学校数を公立・私立に分け整理してみると、

次の表２のようである。 
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表からみると、外国語教育多様化に対する国の

政策が活発に打ち出された時期の平成 13 年度か

ら平成 17 年度の際には公立学校の数も増えてい

ることがわかる。それは一般の私立学校の数の変

化にも表れる。しかし、英語教育が強調されはじ

めた平成 19 年度以降からは公立・私立いずれもそ

の数が急激に減少した。 

これは日本政府の教育政策とも関係があると思

われる。実際に、中国語が初めて入試センター試

験の科目として導入された平成 9 年度は以前より

急速に開設学校が増えていることがわかる。また、

韓国語科目をセンター試験として認定するように

なった平成 14 年度から平成 17 年度の間、開設学

校はかつてないほどの最大値を示すようになり、

ほぼ合計 1500 校まで近づいている。それから平成

14 年度には「外国語多様化推進事業」が始まり、

中国語と韓国語に対する教育課程・方法・カリキ

ュラムに関する研究がより活発に行われたため、

それとともに正規科目として設置するようになっ

た学校も増えたと考えられる。 

しかし、平成 17 年度以降には第二外国語に関す

るこういった政策が示されなかった。実際にこの

時期、開設学校の状況を見ると、急に減少してい

る状況になったことがわかる。これは政府の政策

が実際の学校現場の教育にも少なくない影響を及

ぼしていることを表している。 

(２)科目別履修者数の変化 

引き続き、次の表３は高等学校の英語以外の外

国語科目履修者数の推移を表している。 

言語別に見ると中国語が最も多く、次いで韓

国・朝鮮語、フランス語、ドイツ語の順となって

いる。中国語の場合、1999 年以降引き続き 15000

人以上の数になっており、2005 年に入っては 

22,161 人・2013 年現在は 22,061 人であり、今ま

でトップの履修者数を占めている。その次は韓国

語で、1991 年から 2001 年までにはフランス語や

ドイツ語より低い数字であったが、2001 年センタ

ー試験の科目として導入され、また、2002 年の日

韓共同ワールドカップ・韓国の大衆文化の流行な

どによってその数が増え、2005 年からはフランス

語の次に 3 位であったが、2012 年は 11,441 人で

フランス語の 8,959 人の履修者数より多くなり、

中国語の次に 2 位を占めるようになった。フラン

ス語は 1991 年から中国語の次に多い履修者数を

占めており現在までおよそ 9000 人あまりの数を

示している。 

上のグラフの変化をみると、開設学校の状況と

同じく英語以外の外国語の履修者数の変化も政府

の政策と厳密に関連があると考えられる。 

まず、中国語が入試試験に導入された 1999 年に

その履修者は急速に増える傾向を見せている。そ

れは韓国語の場合も同じである。また、「外国語多

様化推進事業」が行われた 2001 年以降から 2005

年までも中国語と韓国語を中心に履修者数が増え

ている。2009 年には全体的に減少の傾向であった

が、2012 年からはまた増加しつつある。 

一方、既述したように実際の開設学校数は減少

しており、多言語に対する意識や興味は高まって

いるが、その教育環境はまだ不十分であると考え

られる。 

(３)センター試験受験者数の変化 

既述したように、1997 年、政府の「外国語多様

化推進政策」の一環で「英語以外の外国語」とし

て中国語が初めて大学入試センター試験の科目と

して導入されるようになった。そして 2002 年、日
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表からみると、外国語教育多様化に対する国の

政策が活発に打ち出された時期の平成 13 年度か

ら平成 17 年度の際には公立学校の数も増えてい

ることがわかる。それは一般の私立学校の数の変

化にも表れる。しかし、英語教育が強調されはじ

めた平成 19 年度以降からは公立・私立いずれもそ

の数が急激に減少した。 

これは日本政府の教育政策とも関係があると思

われる。実際に、中国語が初めて入試センター試

験の科目として導入された平成 9 年度は以前より

急速に開設学校が増えていることがわかる。また、

韓国語科目をセンター試験として認定するように

なった平成 14 年度から平成 17 年度の間、開設学

校はかつてないほどの最大値を示すようになり、

ほぼ合計 1500 校まで近づいている。それから平成

14 年度には「外国語多様化推進事業」が始まり、

中国語と韓国語に対する教育課程・方法・カリキ

ュラムに関する研究がより活発に行われたため、

それとともに正規科目として設置するようになっ

た学校も増えたと考えられる。 

しかし、平成 17 年度以降には第二外国語に関す

るこういった政策が示されなかった。実際にこの

時期、開設学校の状況を見ると、急に減少してい

る状況になったことがわかる。これは政府の政策

が実際の学校現場の教育にも少なくない影響を及

ぼしていることを表している。 

(２)科目別履修者数の変化 

引き続き、次の表３は高等学校の英語以外の外

国語科目履修者数の推移を表している。 

言語別に見ると中国語が最も多く、次いで韓

国・朝鮮語、フランス語、ドイツ語の順となって

いる。中国語の場合、1999 年以降引き続き 15000

人以上の数になっており、2005 年に入っては 

22,161 人・2013 年現在は 22,061 人であり、今ま

でトップの履修者数を占めている。その次は韓国

語で、1991 年から 2001 年までにはフランス語や

ドイツ語より低い数字であったが、2001 年センタ

ー試験の科目として導入され、また、2002 年の日

韓共同ワールドカップ・韓国の大衆文化の流行な

どによってその数が増え、2005 年からはフランス

語の次に 3 位であったが、2012 年は 11,441 人で

フランス語の 8,959 人の履修者数より多くなり、

中国語の次に 2 位を占めるようになった。フラン

ス語は 1991 年から中国語の次に多い履修者数を

占めており現在までおよそ 9000 人あまりの数を

示している。 

上のグラフの変化をみると、開設学校の状況と

同じく英語以外の外国語の履修者数の変化も政府

の政策と厳密に関連があると考えられる。 

まず、中国語が入試試験に導入された 1999 年に

その履修者は急速に増える傾向を見せている。そ

れは韓国語の場合も同じである。また、「外国語多

様化推進事業」が行われた 2001 年以降から 2005

年までも中国語と韓国語を中心に履修者数が増え

ている。2009 年には全体的に減少の傾向であった

が、2012 年からはまた増加しつつある。 

一方、既述したように実際の開設学校数は減少

しており、多言語に対する意識や興味は高まって

いるが、その教育環境はまだ不十分であると考え

られる。 

(３)センター試験受験者数の変化 

既述したように、1997 年、政府の「外国語多様

化推進政策」の一環で「英語以外の外国語」とし

て中国語が初めて大学入試センター試験の科目と

して導入されるようになった。そして 2002 年、日
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韓共同ワールドカップをきっかけに東アジアとの

交流の重要性がさらに浮かび上がり、中国語の次

に日本の隣語として韓国語が外国語科目として認

定されるようになる。これで英語だけではなく、

多くの学生たちがそれ以外の外国語科目を受験科

目として選択できるようになった。センター試験

の「英語以外の外国語」の受験者数推移を科目別

にみると表 4 のようである。 

グラフの変化をみると四言語のいずれもこの

10 年間大きな変化は示していないが、中国語がト

ップの数を占めており、次に韓国語、フランス語、

ドイツ語の順になっている。中国語は平成 13 年度

327 人・平成 14 年 436 人であり、平成 19 年度に

は 485 人でもっとも多い数字を表している。 

韓国語の場合、平成 14 年度からセンター試験に

導入され、当年度 99 人という少ない人数で始まっ

たが、平成 15 年 169 人、平成 17 年 213 人となり

引き続き増加した。しかし、平成 20 年度からは

142 人、平成 22 年度 167 人、平成 24 年度 151 人、

平成 26 年度が 161 人であり、大きな変化は見せて

いない。フランス語やドイツ語も同じく 150 人あ

まりの数を示している。 

今年の四言語の受験者数の合計は 891 人であり、

英語の受験者数 519,867人の 0.1%にも満たない数

字である。これは他に第二外国語として試験科目

が存在しておらず、英語と一緒に外国語科目とし

て設置されているため、多くの学生たちが英語を

選択してしまうのが原因として推測される。英語

以外の外国語は科目としては認定されているが、

実際の受験者数からみると、その数はあまりにも

少なく、学校内外においてその必要性が問われる

ようになったのである。 

Ⅳ おわりに 

以上、本稿では日本における「英語以外の外国

語教育」に関する一考察として、主に 1970 年代後

半から現在にいたるまで、どのような背景で行わ

れてきたのか、時期別に概観し、現在の課題を検

討してみた。 

日本では 1970 年代に入ってから、諸外国、主に

アジアの国々との友好関係が経済界を中心に重視

されるようになり、教育の領域においても「外国

語教育の多様化」が推進されるようになった。こ

の時期から引き続き、経済界が教育改革において

非常に大きな位置を占めていたことは一つの特色

であると思われる。 

特に 1980 年代、中曽根政権の際には、「新しい

国際化」を全面的に出しながら、様々な国際化教

育政策が行われていた。しかし、当時の教育政策

は産業界を中心に、主に経済成長のための国際人

材の養成に焦点が当てられており、現在にいたる

まで、実際の「グローバル教育」が実現できたの

かは疑問に残る。また、臨教審が君が代や日の丸

などを強調しながら、「英語以外の外国語」を学ば

せ、「多様化」を重視したのは、日米の経済関係に

おいて日本がアジアの経済大国として主に韓国と

中国との友好関係を見せる必要があったのではな

いかと予想される。 

このような背景は現在にいたるまで文科省の

「英語以外の外国語教育」に対する消極的な姿勢

からもわかるように、具体的政策の進行は見られ

ず、学生たちのニーズに対し、まだその環境が不

足している原因にもなっているのではないかと思

われる。 

また、ある時期の具体的な政策変化をみるため

には、当時の議事録を中心に実際にどのような文

脈の中で、誰によりそのアイディアが出し始めた

のかを把握していく必要がある。しかし、本稿で

は、時間の関係上、そこまではできていない。そ

してこのように政策を検討する際には一つの政策

分析モデル(例：政策の窓モデル)を活用し、より

詳しくその流れについて研究をすすめる必要があ

る。 
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【注】 

(1)各対象団体からのアンケート結果として主に

「グローバルな視野」と「異文化対応」が上位

を占めており、日本の様々な各分野にわたって、

多言語主義や教育が求められていることが分か

る。 

(2)原田三朗『臨教審と教育改革』三一書房、1988

年、p.195。  

(3)森田俊男「政府・財界の人づくり政策－臨教審

教育改革構想批判」社会政策学会研究大会社会

政策叢書(12)、1988 年、p.107。 

(4)このような「多様化」視点は当時の外交状況か

らも読みとれる。当時、中曽根首相はアメリカ・

韓国・中国および東南アジアやヨーロッパなど

に対する「多面的外交」を展開した。特に、中

曽根首相の就任直後から最大の外交懸案として

出された韓国との関係において首相が個人的に

協力を要請した瀬島龍三氏は、その後、臨教審

の委員としても務めていた。 

(5)森田、前掲、p.109。 

(6)その他、1970 年代の日本国内の出来事として

は、人口衛星おおすみの打ち上げ(1970)、札幌

五輪大会開催(1972)、日中国交正常化(1972)、

東京サミット(1979)などが挙げられる。また、

国際的にドルショック(1971)、オイルショック

(1973)が起きた。 

(7)朝日新聞 1978/10/23 

(8)朝日新聞 1988/08/12  

(9)中曽根首相の意向が強く反映されたと言われ

る専門委員 20 人は主に財界、官僚ＯＢ、学者な

どの分野から選ばれていた。これに対し、首相

が自らの近い立場の人たちを専門委員に加える

ことによって「教育の自由化」をより強調し、

教育改革を推進しようとする思惑があるとし、

当時、参院決算委員会では強く批判していた。 

(10)最初、臨教審委員であった香山健一を中心に

進められていた「教育の自由化」は「個性重視」

の理念としてかわるようになった。  

(11)渋谷英章「国際化へ対応する教育政策の特質」

日本教育政策学会年報(1)、1994 年、p.71。 

(12)たとえば、臨教審が最終答申で提案していた

「9 月入学」は大手企業における海外社員たち

の子女に対する教育問題を抱えていた。 

(13)『中曽根内閣史－理念と政策』世界平和研究

所、1995 年、p.440。 

(14)渋谷、前掲、p.74。 

(15)日本のＡＬＴ招致事業は従来、文部省を中心

に国庫補助金で運営された「米国人英語指導主

事助手(MEF : Monbusho English Fellow)制度

(1977)」と「英国人英語指導教員招致事業

(BETS : British English Teachers Scheme)」

が主流であった。これに対しＪＥＴプログラム

は地方交付税で運営されている。 

(16)古川和人「ＪＥＴプログラムの政策立案に関

する研究－自治省による立案の経緯と財政措置

を中心として－」日本教育行政学会年報(26)、

2000 年、p.112。 

(17)外国語指導助手の他に，知事部局等で地域の

国際交流活動に従事する国際交流員（ＣＩＲ：

Coordinator for International Relations ）

及びスポーツ国際交流員（ＳＥＡ : Sports 

Exchange Advisor）も招致している。特に、Ｃ

ＩＲの場合、ＡＬＴの次にその受け入れ数が多

く、各地方自治体(契約団体)の職員のうちから

「担当者」として務めるものと一緒に働いてい

る。しかし、文化交流事業の運営場面において

単に講師や通訳としての役割だけではなく、よ

り積極的に活用する必要があると言われている。

山夲(2007)はこのようなＣＩＲが加わる「組織

化」が職場における異文化間能力を伸ばすこと

にもつながると述べている。  

(18)臨教審が解散したあと、「ポスト臨教審」を設

けて教育改革を続ける方針が出されたが、文部

省や自民党は消極的な姿勢をしめしていた。 

(19)推進地域としては大阪府(21 校)、神奈川県(6

校)、兵庫県(６校)、和歌山県(５校)等である。 

(20)月刊高校教育編集部『高校改革がわかる本』

学事出版、2006 年、p.20。 

(21)例えば、総合学科の創設、全日制単位制高校

の制度化、推薦入学拡大などである。 

(22)月刊高校教育編集部、前掲、p.14。 
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